
えどがわ産業ナビ利用規約 

 

（趣旨） 

第 1 条 この利用規約は、江戸川区（以下「区」という。）が開設する事業所データベース

「えどがわ産業ナビ」（以下「産業ナビ」という。）の管理及び円滑な運用を図るために、

必要な事項を定めるものである。  

 

（目的） 

第 2 条 産業ナビは、登録事業所の名称、所在地、事業内容、ＰＲ文、ニュース等（以下

「情報等」という。）をインターネットで公開することを通じて、区内企業の受注拡大、新

規顧客獲得を支援することを目的として運営する。 

 

（用語の定義） 

第 3 条 この規約において用いる用語の定義は、次に定めるところによる。 

登録事業所：産業ナビに情報を登録している事業所をいう。  

閲覧者：産業ナビをインターネット等で閲覧等するものをいう。 

公開：インターネットを通じて、不特定多数のものが情報等を閲覧できる状態をいう。 

非公開：インターネットを通じて、不特定多数のものが情報等を閲覧できない状態をいう。 

ただし、区及び登録事業所のみがインターネットを通じて閲覧することができる。 

 

（利用規約の変更） 

第 4 条 区は、登録事業所及び閲覧者の承諾なく本規約を変更できるものとする。 

 

（項目及び文字） 

第 5 条 産業ナビに登録できる情報等の項目は、別表 1 及び別表 2 に定めるとおりとする。 

 ２ 産業ナビで利用できる文字は、文字コード「ＵＴＦ－８」によるものとする。 

 

（公開・非公開） 

第 6 条 登録事業所は、産業ナビに登録された情報等を公開又は非公開とすることができ

る。但し、メールアドレスは非公開とする。 

 

（区による情報の利用） 

第 7 条 区は次の各号のいずれかに該当する場合、公開、非公開に関わらず登録された情

報を利用することがある。 

（１）区の中小企業相談室による相談業務に利用する場合 

（２）その他、産業振興に資すると区が判断した場合 

 



（機能等の変更等） 

第 8 条 区は登録事業所及び閲覧者に予告なく、産業ナビの機能並びにデザイン等の変更・

休止・廃止を行うことができる。区はそのことによって生じる結果について一切の責任を

負わないものとする。 

 

（料金） 

第 9 条 産業ナビを利用するための料金は無料とする。 

 

（申込） 

第 10 条 産業ナビに情報登録できるのは江戸川区内に所在する事業所とし、登録を希望す

る事業所は、次の方法により申込を行うものとする。  

（１）産業ナビの新規登録機能による申込 

（２）書面による申込 

 

（申込の不承認） 

第 11 条 申込をした事業所の事業内容及び登録しようとする内容が次の各号のいずれかに

該当することが判明した場合、区は申込を承認しないことができる。 

（１）申込内容に虚偽、誤記又は記入漏れがあるもの、並びにその可能性があるもの 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第

２条第 6 項から第 11 項に掲げる営業に該当するもの 

（３）第 18 条に定める禁止事項に抵触している、または抵触するおそれがあるもの 

（４）前各号のほか、区が適当ではないと認めるもの 

 

（通知または連絡） 

第 12 条 区から登録事業者への連絡は、産業ナビの「管理者からのお知らせ」を利用して

行うものとし、必要に応じてその他の方法をとることがある。 

 

（データの管理） 

第 13 条 区は、産業ナビへの不正アクセス、データの紛失、破壊、改ざん漏洩などに関し

予防措置を講ずるとともに、万一これらの事態が発生した時には速やかな是正措置を実施

する。 

 

(パスワード等の管理) 

第 14 条 登録事業所は、付与されたユーザーID とパスワードを、自己の責任において管

理しなければならない。 また、それらを他に貸与・譲渡してはならない。 

 

（設備等） 



第 15 条 登録事業所は産業ナビを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他

これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の責任において準備するものとする。

また、自己の費用と責任で任意の電気通信サービスを利用して産業ナビを利用するものと

する。 

 

（事業の継承） 

第 16 条 法人の合併等により事業の継承等があったときは、継承等した者は、速やかに登

録内容を変更又は削除するものとする。 

 

（データの更新） 

第 17 条 

登録事業所は、所定の方法により自己情報を常に最新のものに更新するよう努めるものと

する。 

 

（禁止事項） 

第 18 条 登録事業所は、産業ナビの利用にあたり、次の各号に定める行為またはそのおそ

れのある行為を行ってはいけないものとする。（それらを誘発する行為や準備行為も含む。）

これらの行為が確認された場合､掲載情報等の変更､登録削除を含めたしかるべき処置をと

るものとする｡なお､その処置に関する質問･苦情は一切受け付けない｡ 

（１）法令に違反すること。 

（２）不正の目的をもって産業ナビを利用すること。 

（３）虚偽の事実を掲載すること。  

（４）社会規範・公序良俗に反すること。 

（５）他の信用、名誉、プライバシー等を不当に侵害すること。 

（６）他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなこと。 

（７）選挙運動、政治活動またはこれらに類似すること。 

（８）個人情報を掲載すること。 

（９）産業ナビの運営を妨害すること。  

（１０）他の登録事業所のパスワードを利用すること、または、それらを試みること。 

（１１）ひとつの事業所が複数の ID を持つこと。 

（１２）前各号のほか、産業ナビの適正な運営に支障があると区が判断した行為。 

 

（情報などの削除） 

第 19 条 次の各号のいずれかに該当する場合、区は登録事業所に通知することなく、産業

ナビからデータを削除することができる。 

（１）登録事業所が本利用規約に定められている事項に違反した場合、もしくはそのおそ

れがあると区が判断した場合  



（２）破産等の理由により、登録事業所の信用不安が発生したと区が判断した場合  

（３）登録事業所が一定期間にわたって情報等を更新しない場合 

（４）その他、産業ナビの適正な運営に支障があると区が判断した場合 

 

（自己責任原則及び免責） 

第 20 条 産業ナビに登録される情報等は全て登録事業所により提供されたものであり、区

はその内容について一切の責任を負わないものとする。 

２ 産業ナビの利用は、自らの意思及び責任をもって行うものとし、区はその利用によっ

て生じる結果、又は利用できなかったことにより生じる結果について一切の責任を負わな

いものとする。  

３ 産業ナビの利用またはそれに関連して生じた紛争について、 区はいかなる場合も紛争

の処理、仲裁はせず、また一切の責任を負わないものとする。 

４ 何らかの理由により産業ナビに登録しているデータが破壊・消失した場合でも、区は

それにより発生する損失について、一切の責任を負わないものとする。 

５ 第 18 条に定める禁止事項に違反したことによる情報等の削除、利用停止等によって生

じる結果について、区は一切の責任を負わないものとする。 

６ 登録可能な文字、文字数及びデータのサイズ等にはシステム上の制限があり、登録事

業所は、その制限内で利用するものとし、登録できないことによって生じる結果について、

区は一切の責任を負わないものとする。 

 

（情報開示） 

第 21 条 次の各号のいずれかに該当する場合、区は登録事業所が登録した情報等､利用履

歴等を第三者に開示することがある｡ 

（１）裁判所､警察､その他の司法もしくは行政機関､またはこれらに準ずる者から法律に基

づく照会があった場合 

（２）登録事業所の同意を得た場合 

 

（準拠法） 

第 22 条 この規約に関する準拠法は、日本法とする。 

 

  附 則 

この規約は、平成 22 年 10 月 25 日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成 23 年 3 月 18 日から施行する。 

  附 則 

この規約は、令和 5 年 3 月 14 日から施行する。 

  



 

別表 1 登録事業所が事業所情報に登録できる情報等の項目 

項番 項目  項番 項目 

1 事業所名  20 主な製品・サービス 

2 事業所名 ふりがな  21 所属団体・組合 

3 イメージ画像  22 電話番号 

4 キャッチコピー  23 FAX 番号 

5 事業所の紹介・ＰＲ文  24 Web サイト 

6 PR 動画  25 メールアドレス 

7 
PR 画像 1  

26 
問い合わせメールの 

受付可否 

8 PR 画像 2  27 産業分類 

9 PR 画像 3  28 法人番号 

10 営業時間  29 従業者数 

11 定休日  30 資本金 

12 郵便番号  31 年間売上高 

13 所在地（町丁目）  32 事業所開設年月 

14 所在地（番地以降および建物名）  33 区内共通商品券 販売店 

15 アクセス  34 区内共通商品券 使える店 

16 地図  35 出前・持ち帰り 

17 代表者名  36 出前・持ち帰りジャンル 

18 代表者名 ふりがな  37 出前範囲 

19 事業内容  38 出前・持ち帰りメニュー 

 

 別表 2. 登録事業所が事業所ニュースに登録できる情報等の項目 

項番 項目 

1 本文 

2 ニュース画像 3点 

3 チラシ、パンフレットなどに使える PDF形式のデータ 1点 

※ニュース記事 1件あたり 

 


